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１ 計画の概要 

(1) 計画策定の趣旨 

・ 我が国では、東京オリンピックを契機とした高度経済成長期において社

会資本が集中的に整備され、今後一斉に更新時期を迎えることから、各施

設管理者においては厳しい財政状況の中、施設の老朽化対策が大きな課

題となっている。 

・ 本道においても、道路や河川・海岸・農林水産業施設・公園などの土木

施設や、学校・病院・住宅などの建築施設などを整備し管理してきている

が、全国と同様の課題を抱えており、計画的に対策を講じることが求めら

れている。 

・ このような中、国では、「インフラ長寿命化基本計画」（以下「基本計

画」という。）（平成 25 年 11 月「インフラ老朽化対策の推進に関する

関係省庁連絡会議」で決定）を策定し、国や地方公共団体などが一丸とな

ってインフラの戦略的な維持管理・更新等を推進することとしている。 

・ また、本道は、全国を上回るスピードで人口減少が進行しており、公共

施設等（庁舎・病院などの建築物及び道路・橋梁などのインフラ施設）の

長寿命化や必要な機能の適正化など戦略的な管理を進め、維持管理・更新

等に係るコストを縮減・平準化する取組が急務となっている。 

・ このため、道が管理する全ての公共施設等について、老朽化などの状況

を把握し、課題を浮き彫りにした上で、施設ごとに老朽化対策の基本的な

方針を示すために、本計画を策定する。 

(2) 計画の位置付け 

・ 本計画は、国の基本計画に基

づき、施設管理者ごとに策定す

る行動計画であり、公共施設等

総合管理計画を兼ねるものであ

る。 

・ また、本計画は、北海道の社会

資本整備の指針である「新・ほっ

かいどう社会資本整備の重点化

方針」における「効果的・効率的

な維持管理」や、「北海道強靱化計

画」における施策プログラムに示

された各施設の老朽化対策を着実に推進するものであり、維持管理・更新

等に係る中期的な取組方針を示すものである。 

(3) 計画の範囲 

ア 対象施設 

・ 本計画では次ページの表に示す、交通、上下水道、公園、治水、農林水

産基盤、建築物の各分野において、北海道が管理する全ての施設を対象と

する。また、農業水利施設、地方独立行政法人施設など、道管理施設では

【国】

【国】 【地方公共団体】

各省庁が策定

総務省から策定要請

（基本計画）

（行動計画） （行動計画）

公共施設等総合管理計画【国】 （個別施設計

【地方公共団体】（個別施
（個別施設計画）

（個別施設計画）
道

路

河

川

学

校

道

路

河

川

学

校

図１ インフラ長寿命化計画の体系 
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ないが、道が維持管理・更新等の財政負担を負うことが見込まれる施設も

対象とする。 

 
分野 主な施設 施設数 備考 

交
通 

道路※１ 

橋梁 5,656 橋  
トンネル 118 箇所  
シェッド等 209 箇所  
門型標識等 191 箇所  
舗装 11,604km  
道路附属物 219,567 基  

交通安全施設 
交通信号機 12,933 基  
大型道路標識（ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ） 180 基  
交通管制センター ５箇所  

空港 空港（滑走路、誘導路、エプロン、照明施設 等） ６空港  

港湾（海岸） 
突堤 ３箇所  
離岸堤 ３箇所  

上
下
水
道
等 

下水道 
終末処理場 ４箇所  
中継ポンプ場 13 箇所  
管路等 360km  

発電施設 発電所（機械、ダム、水路、貯水池、電線路 等） 9 箇所  
工業用水道施設 施設（取水施設、浄水場、配水管、ポンプ設備 等） ４箇所  
坑廃水処理施設 処理施設（沈殿池、沈降分離槽 等） ２箇所  

公
園
等 

自然公園 自然公園（園地、野営場、駐車場、博物展示施設、
避難小屋 等） 

23 箇所  

都市公園 公園（休養施設、遊戯施設、運動施設 等） 11 箇所  
森林総合施設 地区（建物・小屋、電気設備、道路施設、橋梁 等） ６地区  

治
水 

河川 

堰 21 基 
 

樋門・樋管 5,277 基 
水門 15 基 

 
排水機場 21 基 

治水ダム ダム（堤体、取水放流設備、電気通信設備 等） 17 基  

砂防 

砂防堰堤 1,204 基  
地すべり防止施設 66 箇所     
急傾斜地崩壊防止施設 467 箇所     
雪崩防止施設 12 箇所     

建設海岸 
堤防 39km  
護岸 337km     

農
林
水
産
基
盤 

 
 

 
 

 

農業水利施設 

ダム・ため池 75 箇所 ※土地改良区等が
所有・管理する頭
首工･用水機場･用水
路については、受
益面積 100ha 以
上 

頭首工 46 箇所 
用水機場 35 箇所 

用水路 252 箇所 

農地防災施設 
海岸保全施設 40 箇所  
地すべり防止施設 59 箇所  
防災ダム ３箇所  

林道 橋梁 668 橋  

治山 
治山ダム 18,811 基 ※予防保全型維持

管理による対応が
困難な施設は除く 

集水井工 156 基 

漁港 漁港（外郭施設、係留施設、輸送施設、漁港施設用地 等） 243 港  

漁港海岸 
堤防・護岸 209 箇所  
水門・陸閘 301 箇所  

建築物 

庁舎等 延べ床面積 89.9 万㎡ 2,009 棟  
病院   7.2 万㎡ ６施設  
学校施設 246.5 万㎡ 3,240 棟  
社会教育施設等 14.1 万㎡ 116 棟  
警察施設 29.7 万㎡ 884 棟  
道営住宅 191.3 万㎡ 2,310 棟  
職員住宅 147.9 万㎡ 9,057 棟  
文化財等 1.9 万㎡ 75 棟  
地方独立行政法人施設※２ 37.4 万㎡ 565 棟  

表１ 本計画の主な対象施設 （令和 3 年 3 月末現在）※３ 
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イ 計画期間 

・ 本計画における計画期間は、平成 27 年度からおおむね 10 年間とし、

社会経済情勢の変化や他の関連する計画の改定などに柔軟に対応すると

ともに、今後蓄積される施設の点検データなどを効率的・効果的に活用す

るため、必要に応じて計画の見直しを行うものとする。 

(4) 計画の構成 

・ 本計画は道全体の維持管理・更新に関する取組方針を示す「共通編」と、

対象となる施設ごとの具体的な取組を示す「施設編」により構成する。 

「共通編」 

１ 計画の概要 
 ・国の取組状況や北海道の現状と課題を踏まえた、計画策定の趣旨を示す。  
 ・「インフラ長寿命化基本計画」や「新・ほっかいどう社会資本整備の重点化方針」と 
   の関連など、計画の位置付けを示す。 
 ・計画の範囲とする施設の種類・数量、計画の期間を示す。 

２ 現状と課題 

 ・道が管理する老朽化の懸念のある主な施設の状況や道の施設保有量の推移を示す。 

・道の施設の有形固定資産減価償却率の推移を示す。 

 ・積雪寒冷地で広大な面積を有する本道における特徴的な施設の状況を示す。 

 ・本道における人口減少社会の状況として、人口推移の予測を示す。 

 ・道の財政状況の見通しとして、道債残高の推移を示す。 

 ・建設業や市町村など公共施設等の維持管理・更新等の担い手の状況を示す。 

 ・以上の現状から、効率的・効果的な管理に向けての課題を示す。 

３ 管理に関する基本的な考え方 

 ・課題を受け取り組むべき維持管理・更新等に関する３つの柱を示す。 

４ 施策の方向性 

 ・基本的な考え方の３つの柱に沿って、取組の状況と今後の方向性を示す。 

５ 計画のフォローアップ 

 ・本計画の推進管理方針を示す。 

６ 持続可能な開発目標（SDGs）に係る対応 

 ・SDGs の目標達成に向けた本計画の主な取組を示す。 

７ 過去に行った対策の実績（事例） 

 ・インフラ長寿命化計画に基づく対策の実績を示す。 

「施設編」 

Ⅰ 交通関係施設 

 ・道路、交通安全施設、空港、港湾（海岸）に関する取組を示す。 

Ⅱ 上下水道等関係施設 

 ・下水道、発電施設、工業用水道施設、坑廃水処理施設に関する取組を示す。 

Ⅲ 公園等関係施設 

 ・自然公園、都市公園、森林総合施設に関する取組を示す。 

Ⅳ 治水関係施設 

 ・河川、治水ダム、砂防、建設海岸に関する取組を示す。 

※１. 札幌市内の道道は、市管理のため対象外となる 
※２. 地方独立行政法人施設とは、北海道公立大学法人札幌医科大学及び地方独立行政法人北海

道立総合研究機構の施設とする 
※３. 施設数については、令和３年３月末現在を基準日としている 
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Ⅴ 農林水産基盤関係施設 

 ・農業水利施設、農地防災施設、林道、治山、漁港、漁港海岸に関する取組を示す。 

Ⅵ 建築物関係施設 

 ・庁舎等、病院、学校施設、社会教育施設等、警察施設、道営住宅、職員住宅、文化財
等、地方独立行政法人施設に関する取組を示す。 
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２ 現状と課題 

(1) 施設管理を取り巻く現状 

ア 施設の状況 

・ 本道においては、高度成長期に集中的に整備された公共施設等が一斉

に老朽化する懸念があることから、限られた財源の中で、効率的で効果

的な維持管理を導入することにより、トータルコストの縮減や平準化

を図るなど、公共施設等の戦略的な維持管理・更新等を推進することが

求められている。 

・ 表２に道が管理する主な施設の状況（建設後 50 年を経過する施設の

割合）を示す。 

・ 施設数が多いものとしては、道路の橋梁が 5,656 橋、樋門などの河川

管理施設が 5,334 基、治山ダムが 18,811 基などとなっている。 

・ 「建設後 50 年を経過する施設の割合」は、20 年後には多くの施設で

50％を超え、林道の橋梁や漁港などは 90％を超える。 

  

   ※1. 現在は、令和３年３月末時点を基本とする。 
 ※2. 施設の老朽化を示す指標として、財務省令による減価償却資産に関する耐用年数表 

により、一般的な鉄筋コンクリート造の建築物の 50 年や道路橋 60 年などを参考
に、便宜的に建設後 50 年以上経過した施設の割合を設定した。  

※3. 実際の施設の劣化や損傷、老朽化の度合いは、利用頻度やメンテナンスの状況、
自然環境等で大きく異なるが、各施設の経年の程度を示す１つの指標として、固定
資産台帳（令和２年年 3 月末）データを活用し算出した。 
有形固定資産減価償却率 = 減価償却累計額／取得価額等×100（％） 

※4. 施設数欄下段及び施設の割合は延べ床面積とする。 
 

 

主な施設 施設数 

建設後 50 年※2 を経過す

る施設の割合 
有形固定資産            

減価償却率※3 
現在※１ 10 年後 20 年後 

道路橋梁（２ｍ以上） 5,656 橋 19% 42% 66% 54% 

下水道管路等 360km ０% 18% 64% － 

樋門などの河川管理施設 5,334 基 4% 22% 53% 86% 

治水ダム 17 基 ０% 18% 47% 22% 

砂防堰堤 1,204 基 21% 45% 68% 55% 

農地防災（海岸保全施設） 40 箇所 37% 70% 80% 22% 

林道橋梁 668 橋 50% 86% 94% 76% 

治山ダム 18,811 基 23% 44% 65% 49% 

漁港 243 箇所 84% 90% 99% 48% 

漁港海岸（堤防・護岸） 209 箇所 42% 70% 78% 44% 

庁舎等※4 
2,009 棟 

89.9 万㎡ 
21% 38% 66% 58% 

学校施設※4 
3,240 棟 

246.5 万㎡ 
3% 28% 63% 65% 

表２ 主な施設の状況 
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・ 図２に主な施設の保有量の推移を示す。 

・ 橋梁及び道有建築物ともに、高度経済成長期には毎年度多くの施設を

整備しているため保有量も大幅な増加を示しているが、近年は整備量

が減少傾向となり、それに伴い保有量の増加も緩やかとなっている。 
 

 

 

 

 

 

 

イ 道の施設の有形固定資産減価償却率の推移 

 ・ 公共施設等（公営企業施設除く）の有形固定資産減価償却率は、総

務省の「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」に基づ

き算出しており、図３にその推移を示す。 

・ 本道の有形固定資産減価償却率は、毎年度増加しており、令和元年

度は５４．３％とグループ内平均より０．６ポイント低く、全国平均

より４．２ポイント下回っている。 

※グループとは財政力指数により５つに分類したもので、本道は０．

４００以上０．５００未満の C グループに属している。 
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図 3 公共施設等の有形固定資産減価償却率の推移 

（出典：総務省「財政状況資料集」） 
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 ・ また、施設類型ごとの有形固定資産減価償却率の推移は次のとおり

となっている。 

・ 警察施設を除く橋梁・トンネル、港湾・漁港及び学校施設について

は、毎年増加しているものの、全国及びグループ平均よりも下回って

いる。 
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図 4 施設類型ごとの有形固定資産減価償却率の推移 

  （出典：総務省「財政状況資料集」） 
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ウ 施設管理に係る本道の特性 

(ｱ) 広大な面積 

・ 北海道の面積は国土の約 20％を占め、都道府県の中では最も大きく、

東京都の約 40 倍、九州と四国を合わせた面積をも上回り、オーストリ

ア一国にも匹敵する。 

・ 広大な地域に都市が散在する広域分散型社会が形成されており、都市

間距離が全国の２倍であるなど、日常的に広域移動が必要となっている。 

・ 広大な面積をカバーするため、管理する公共施設等が他の都府県に比

べ非常に多い状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,569 

1,626 

1,674 

1,677 

3,135 橋

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

愛知県

岐阜県

兵庫県

福島県

北海道

都道府県管理道路橋梁数ベスト５
〈橋長15ｍ以上〉

（平成25年４月１日時点 出典 国土交通省ホームページ）

（単位：橋）

図６ 道管理施設の他県との比較 

図５ 北海道と他府県の面積比較 

(出典：北海道「北海道の道路 2020」) 
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 (ｲ) 厳しい気象条件等 

・ 積雪寒冷地で夏と冬の温度差が大きく、道内全域が豪雪地帯（一部地

域は特別豪雪地帯）になっており、冬期間における道路交通の安全確保

や雪害防止等のため、スノーシェッドやロードヒーティング、防雪柵な

どの積雪寒冷地特有の施設があることから、維持管理の負担となって

いる。 

・ 特に道北、道東は寒さが非常に厳しく、１～２月には沿岸部を除くほ

ぼ全域で日最低気温が平均マイナス８℃以下、内陸ではマイナス 20℃

以下になり、凍結融解による施設の劣化も見られる。 

・ 寒冷地特有の軟弱な「泥炭層」が広範囲に分布しており、維持管理の

負担となっている。 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

図７ 積雪寒冷地特有の施設 

ロードヒーティング 

スノーシェルター 防雪柵 

雪崩予防柵 

大雪により倒壊した施設 

道路舗装の凍上被害 

図８ 厳しい気象条件等による施設の劣化 
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エ 人口減少社会への対応 

・ 国立社会保障・人口問題研究所によると、2045 年の本道の人口は 401

万人と 1995 年の 569 万人から７割程度にまで急減し、全国を上回る

スピードで人口減少が進行すると推計されている。 

・ 本道の生産年齢人口（15～64 歳）の割合は、1995 年の 69.3％から

2045 年には 48.2％に低下する一方、高齢者人口（65 歳以上）の割合

は、14.8％から 42.8％に上昇すると推計されている。 

・ こうした人口減少問題に対応していくため、道では、「北海道創生総

合戦略」（令和３年 12 月改訂）を策定し、地域社会の創生に向けた施

策を総合的かつ計画的に推進しているが、今後、人口減少等に伴い、公

共施設の役割などにも変化が生じることが予想される。 

 

 

 

図９ 北海道の人口推移予測 

（国立社会保障・人口問題研究所による推計） 
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出典 ～2015（平成27）年 国勢調査[総務省] 、 2020年～ 日本の地域別将来推計人口（2018（平成30）年３月推計）[国立社会保障・人口問題研究所]
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オ 厳しい財政状況 

・ 道財政は、道債の償還費や高齢者医療費などの義務的経費が増加する

一方、歳入面で地方交付税総額や道税収入の伸びが見込めないことな

どから、構造的な歳入・歳出ギャップが生じた状況が続いている。 

・ このため、道では、平成 18 年２月に「新たな行財政改革の取組み」

を策定以降、歳入・歳出全般にわたる徹底した見直しを進めている。 

   

 

 
  

図 10 北海道の財政状況（道債残高の推移） 

（兆円） 

  ※道債残高は、2009（平成 21）年～2019(令和元)年は決算の数値。  

 ※2020（令和２）年以降は、2021（令和３）年当初予算時点での年度末見込みの数値（百億円未満切捨て）。  

 ※臨時財政対策債の残高には借換債分を含む。 

 ※「行財政運営の基本方針(2021～2025）」（R3.3 北海道）」による。 
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カ 施設管理に係る技術者の状況 

(ｱ) 庁内体制 

・ 施設管理においては、一定程度の技術力やノウハウが求められるが、

技術職員の数は、20 年前（平成 1３年度）の 73％にまで減少してお

り、特に 31 歳から 40 歳までの中堅職員が、全体の１割程度と極端

に少なく、技術の承継に支障となるなどいびつな年齢構成となって

いる。 

  

0.9%

9.4% 9.1%

4.5% 4.9%

10.4%

25.1%

16.0% 16.7%

2.9%

0

50

100

150

200

250

300

20以下 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61以上

人数

年齢

技術職員の年齢構成（建設部土木職 R3現在）

31歳以上40歳以下

の割合

全体の10％

図 11 北海道における技術職員の推移 
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（ｲ) 市町村の対応力 

・ 市町村においても、厳しい財政状況や人口減少の進行等により、維

持管理・更新業務を担当する技術職員が不足しており、体制は必ずし

も十分とはいえない。 

キ 建設業の担い手不足 

・ 建設産業の経営は従前と比べ回復傾向にあるものの、就業者の高齢化

や若年者の入職が進まないなど人材確保が厳しい状況。道内建設業就

業者の年齢階層別構成比は、５０歳以上が全体の半数を占める一方、２

９歳以下が１割未満となっており、熟練者から若年者への技術・技能の

承継が困難となっている。 
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8 7
7 7 7

5
6 6

5 5 4 5 5 4 5
5 5 6 6 6 6

13
13 14 12

11

13
12 11

12 11 12 11 11 12 11
12 11 11 12 12 11

33
31 31 30

28
26 27 27

24 23 23 22 22 23 23 22 21 22 23 23 22

0

5

10

15

20

25

30

35

道内建設業就業者の推移 50歳以上

40～49歳

30～39歳

15～29歳

（万人）
（出典：総務省「労働力調査」） 

図 12 道内建設業者の推移 
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(2) 効率的・効果的な管理に向けての課題 

ア 施設の状況 

・ 一斉に施設の老朽化が進むことにより、施設利用者の安全確保や必要

な機能の発揮が困難となるばかりでなく、維持管理・更新等に係る費用

の増大が懸念されることから、老朽化対策の取組が急務である。 

イ 施設管理に係る本道の特性 

・ 積雪寒冷地特有の施設を含む膨大な施設の維持管理には、より効率的

な取組が必要である。 

・ 積雪荷重や凍結融解、軟弱地盤など、構造物の劣化を助長する因子が

多いことから、施設の特性を踏まえた適切な対応が必要である。 

ウ 人口減少社会への対応 

・ 人口減少社会は、地域産業の担い手不足や地域経済の衰退、地域にお

けるコミュニティ機能の低下、さらには、税収減・社会保障費の負担増

による財政の制約など様々な影響を及ぼすことが懸念される。 

・ 人口減少に伴う社会構造の変化により想定される公共施設に求めら

れる役割や機能の変化に応じた対応が必要である。 

エ 厳しい財政状況 

・ 道財政における収支不足額は平成 18 年度をピークとして徐々に減少

し、道債残高も特例的な地方債を除き減少するなど、財政構造の改善は

着実に進みつつあるが、依然として多額の収支不足の発生が見込まれ

るなど厳しい財政状況にあることから、財政の健全化に向けた取組が

必要である。 

オ 施設管理に係る技術者の状況 

・ 道では、厳しい財政状況の下、維持管理・更新等を担う技術者、特に

中堅技術者が減少しており、引き続き計画的な職員採用や技術力向上

に向けた取組が必要である。 

・ 特に、市町村において、体制不足などから維持管理・更新等の必要な

対策が講じられない事態が発生するおそれがあることから、国や道と

の連携に向けた取組の検討が必要である。 

カ 建設業の担い手不足 

・ 公共施設等の維持管理・更新等に不可欠な存在である建設業が、その

役割を十分に発揮できるよう、担い手の育成・確保に向けた取組を推進

する必要がある。 
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３ 管理に関する基本的な考え方 

 

・ 施設管理の現状と課題を踏まえ、施設の長寿命化や必要な機能の適正化

など、総合的かつ計画的な維持管理・更新を着実に推進することにより、

道財政の負担軽減を図るとともに、道民が安全に安心して利用できる社

会資本の保全を図る。 

・ 本計画を着実に推進するために、重点的に取り組む次の３つの柱を設定

する。 

 

 

 

◎ メンテナンスサイクルの構築 

利用状況や自然環境等に応じ、時々刻々と変化する劣化や損傷の状

態を的確に捉え、施設の状態に応じた効果的な維持管理を行っていく

ため、将来にわたって持続可能なメンテナンスサイクルを構築すると

ともに、次期点検・診断に活用するなど継続的に発展させていく。 

 

◎ トータルコストの縮減・平準化 

厳しい財政状況下で、必要な取組を確実に実行し、取組を持続可能

なものにするため、施設機能の維持向上を図りながら中長期的な維持

管理・更新等に係るトータルコストの縮減や財政負担の平準化を図

る。 

 

◎ インフラ長寿命化に向けた推進体制 

全ての公共施設等において、上記の施策を確実に実施していくため、

庁内体制を充実するほか、国や市町村との連携や建設業の担い手確保

などに取り組むことで、効率的・効果的な維持管理・更新等に必要な

体制とする。 
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４ 施策の方向性 

(1) メンテナンスサイクルの構築 

ア 点検・診断 

・ 施設の劣化や損傷は利用状況や自然環境等で異なる上、時々刻々変

化することから、「点検⇒診断⇒措置⇒記録⇒（次の点検）」というメ

ンテナンスサイクルの構築には、損傷の発覚後や異常気象時などに随

時実施している点検に加え、定期的な点検・診断を行うことがその前

提となる。 

・ 道では、全ての施設について定期点検等を実施し、劣化・損傷の程

度や原因等を把握するとともに、その進行の可能性や施設に与える影

響等について評価（診断）することとする。 

・ また、点検・診断には技術的知見が必要であることから、点検・診

断を進める中で、知見やノウハウを蓄積し、必要な基準等の整備や、

技術力の確保・育成に取り組みながら、その精度向上を図っていく。 

 

  

  

  

 

  

道路（橋梁）の点検 

治水ダム（放流バルブ）の点検 

河川樋門（巻上工）の点検 

砂防（堰堤）の点検 

空港（滑走路）の勾配点検 建築物（外壁タイル）の点検 

図 13 施設の点検状況 
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分野 施設等 頻度 実施時期 備 考 

交
通 

道路 橋梁（横断歩道橋を含む）（２ｍ以上） １回/５年 実施中  

トンネル、シェッド等、大型カルバート １回/５年 実施中  

門型標識等（道路情報板も含む） １回/５年 実施中  

舗装（車道） 分類 B：１回/５年 

分類 C：１回/10 年 
実施中 

 

道路附属物（道路標識等） １回/10 年 実施中  

交通安全 

施設 

大型道路標識【自主点検】 １回/年 実施中  

交通信号機、交通管制センター【保守点

検】 
３回/年 実施中 

 

空港 基本施設（滑走路、 

誘導路、エプロン） 

巡回点検 １回/年 実施中  

路面性状調査 １回/３年 実施中  

航空灯火 １回/年 実施中  

港湾(海岸) 突堤・離岸堤 1 回/5 年 実施中  

上
下
水
道
等 

下水道 定期点検 １回/週～年 実施中  

長寿命化計画策定 

に係る点検 

終末処理場 
１回/３～５年 

実施中  

中継ポンプ場 実施中  

管路等 １回/5～10 年 実施中  

発電施設 発電施設 巡視点検 ２回/月 実施中  

定期点検 １回/６ヶ月～15 年 実施中  

工業用 

水道施設 

工業用水道施設 巡視 １回/日又は１回/月 実施中  

点検 １回/６ヶ月～10 年 実施中  

坑廃水 

処理施設 

沈殿池 １回/週 実施中  

沈降分離槽 １回/年 実施中  

公
園
等 

自然 

公園 

橋梁（人道橋） １回以上/年 実施中  

自然公園等施設 １回以上/年 実施中  

都市 

公園 

遊戯施設 １回/年 実施中  

法令などによって規定されている施設 規程による頻度以上 実施中  

上記以外 １回以上/５年 実施中  

森林総合 

施設 

主要森林総合施設 ２回以上/年 実施中  

電気設備等 １回以上/年 実施中  

その他の施設 １回以上/年 実施中  

治
水 

河川 堰、樋門、水門、排水機場 

（施設規模が大きく、特に重要な施設） 
１回/年 実施中 

 

樋門・樋管（上記以外の小規模なもの） １回/５年 実施中  

治水ダム ダム １回/30 年 実施中  

砂防 砂防関係施設 定期点検 １回/年 実施中  

詳細点検 必要に応じて 実施中  

建設海岸 堤防、護岸 １回/５年 実施中  

水門、陸閘 １回以上/年 実施中  

農
林
水
産
基
盤 

農業水利 

施設 

ダム、ため池、頭首工、用水機場、 

用水路 

随時及び 

１回/５年 
実施中 

 

農地防災 

施設 

海岸保全施設 １回/５年 実施中  

地すべり防止施設 １回/５年 実施中  

防災ダム １回/５年 実施中  

林道 橋梁 １回/5 年又は 10 年 実施中  

治山 治山施設 １回/5 年又は 10 年 実施中  

漁港 漁港 定期点検 １回/年 実施中  

詳細点検 必要に応じて 実施中  

漁港海岸 堤防、護岸 １回/５年 実施中  

水門、陸閘 １回以上/年 実施中  

建築物 庁舎等、病院、学校施設、社会教育施設等、 

警察施設、道営住宅、職員住宅、文化財等、地

方独立行政法人施設 

１回以上/年 実施中 

 

表３ 定期点検等の実施方針 
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イ 情報の蓄積と利活用 

・ メンテナンスサイクルを構築し、その取組を継続、発展させるため

には、施設の諸元、利用状況・気象条件、点検・診断や修繕・更新等

の履歴などの情報を蓄積し、利活用していくことが必要である。 

・ 道では、構造諸元など建設当初の状態については、台帳として整備・

保管されているが、中には建設年度が古いなどの理由により、台帳の

情報が不十分な施設もある。 

・  また、点検・診断、修繕・更新等から得られた情報はその利活用も

念頭に置きながら蓄積を進めているが、現在国の要領が整備されてい

ないなどの理由から、情報の蓄積や利活用に取り組んでいない施設も

ある。 

・ このため、台帳の情報が不十分な施設については、現地調査等によ

り把握するとともに、情報の蓄積等を進めていない施設については、

要領などが整い次第、早急に取り組むこととし、情報の確実な蓄積等

を推進する。 

・ また、国のデータベースの運用状況などを踏まえながら、必要に応

じて、その共有化を検討する。 

ウ 基準等 

・ メンテナンスサイクルを効率的に継続させるためには、施設特性や

利用状況等を踏まえ、インフラ機能を維持し続けるための管理水準の

設定や点検頻度などを規定した基準類を整備することが必要となる。 

・ 道では、施設の維持管理について、これまでも国の基準等を使用す

るほか、必要に応じて独自の基準等を策定してきた。 

・ また、老朽化対策を推進するに当たり、国の指針等の改定などが進

められている施設もあり、道としても引き続き、必要に応じて基準等

の改定を検討する。 

・ 各施設において道が定める基準類の整備に当たっては、国の指針等

を踏まえつつ、将来にわたって持続可能なメンテナンスとなるよう、

施設の重要度、設置環境、維持管理の効率性や地域の実情等を考慮し、

点検の頻度やその内容、さらには、必要に応じ基準の運用について見

直すなど柔軟に対応する。 
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分野 対象 基準等の名称 策定（改定） 

交
通 

道路 橋梁 

（横断歩道橋を含む） 

橋梁定期点検要領 令和元年度 改定 

トンネル 道路トンネル定期点検要領 令和元年度 改定 

シェッド等、 

大型カルバート 

シェッド、大型カルバート等定期点検要領 令和元年度 改定 

門型標識等 門型標識等定期点検要領 令和元年度 改定 

舗装（車道） 舗装点検要領 令和３年度 改定 

道路附属物 

（道路標識等） 

附属物定期点検要領 平成 28 年度 

交通安全 

施設 

交通安全施設 交通信号機管理要綱 昭和 55 年度 

恒常的な道路標識の点検について 令和２年度 改定 

安全施設点検作業要領 毎年度 

上
下
水
道
等 

発電施設 発電施設 北海道電気事業電気工作物保安規程 令和２年度 改定 

道営発電所運転保守基準 令和２年度 改定 

工業用水道施設 工業用水道施設 道営工業用水道運転保守基準 平成 28 年度 改定 

公
園
等 

自然公園 橋梁（人道橋） 自然公園橋梁（人道橋）点検・維持管理要領 平成 27 年度 

自然公園等施設 自然公園等施設点検・維持管理要領 平成 27 年度 

都市公園 公園施設 道立公園施設長寿命化計画策定要領 平成 23 年度 改定 

森林総合 

施設 

主要森林総合施設、

電気設備等、 

その他の施設 

「道民の森」施設点検要領 平成 27 年度 

治
水 

河川 河川管理施設 北海道公物管理業務実施要綱 令和元年度 改定 

北海道公物管理パトロール業務委託実施要領 令和３年度 改定 

公共土木施設維持管理業務処理要領 令和３年度 改定 

樋門及び周辺河川状況の目視健全度点検調査要領 平成 25 年度 改定 

治水ダム ダム 北海道公物管理業務実施要綱【再掲】 令和元年度 改定 

北海道公物管理パトロール業務委託実施要領【再掲】 令和３年度 改定 

公共土木施設維持管理業務処理要領【再掲】 令和３年度 改定 

砂防 砂防関係施設 北海道公物管理業務実施要綱【再掲】 令和元年度 改定 

北海道公物管理パトロール業務委託実施要領【再掲】 令和３年度 改定 

公共土木施設維持管理業務処理要領【再掲】 令和３年度 改定 

建設海岸 堤防、護岸 

水門、陸閘 

北海道公物管理業務実施要綱【再掲】 令和元年度 改定 

北海道公物管理パトロール業務委託実施要領【再掲】 令和３年度 改定 

樋門及び周辺河川状況の目視健全度点検調査要領 

【再掲】 

平成 25 年度 改定 

公共土木施設維持管理業務処理要領【再掲】 令和３年度 改定 

農
林
水
産
基
盤 

農業水利 

施設 

ダム、ため池 農業用ダム・ため池安全管理マニュアル 令和２年度 改定 

ため池管理マニュアル 令和２年度 改定 

頭首工、 

用水機場 

用水路 

農業水利施設の機能保全の手引き 平成 28 年度 

農地防災 

施設 

海岸保全施設 海岸保全区域管理事業実施要領 令和２年度 改定 

地すべり防止 

施設 

地すべり防止区域維持管理事業実施要領 平成 27 年度 改定 

防災ダム 防災ダム維持管理事業実施要領 平成 27 年度 改定 

林道 橋梁 林道施設長寿命化対策マニュアル 平成 28 年度 

治山 治山施設 北海道治山施設点検・診断マニュアル 平成 30 年度 改定 

表４ 施設の維持管理に係る基準一覧 
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分野 対象 基準等の名称 策定（改定） 

建
築
物 

建築物 庁舎等 北海道建築物等保全規程 平成 30 年度 改定 

北海道建築物等保全マニュアル 令和２年度 改定 

病院 北海道建築物等保全規程【再掲】 平成 30 年度 改定 

北海道建築物等保全マニュアル【再掲】 令和２年度 改定 

学校施設 北海道教育委員会建築物等保全規程 平成 18 年度 

北海道教育委員会建築物等保全マニュアル 令和３年度 改定 

社会教育 

施設等 

北海道建築物等保全規程【再掲】 平成 30 年度 改定 

北海道教育委員会建築物等保全規程【再掲】 平成 18 年度 

北海道建築物等保全マニュアル【再掲】 令和２年度 改定 

北海道教育委員会建築物等保全マニュアル【再掲】 令和３年度 改定 

警察施設 北海道警察建築物等保全規程 平成 18 年度 

北海道警察建築物等保全マニュアル 平成 26 年度 

道営住宅 道営住宅における建築基準法第 12 条第 2 項及び第 4

項に基づく定期点検業務実施要領 

平成 28 年度 改定 

道営住宅等の巡回時の点検等に関する取り扱い 平成 26 年度 

北海道営住宅修繕実施要綱 平成 22 年度 

道営住宅の児童遊園等に設置している遊具等の点検マ

ニュアル 

平成 27 年度 改定 

職員住宅 北海道建築物等保全規程【再掲】 平成 30 年度 改定 

北海道教育委員会建築物等保全規程【再掲】 平成 18 年度 

北海道警察建築物等保全規程【再掲】 平成 18 年度 

北海道建築物等保全マニュアル（道職員公宅）及び同

マニュアルに準拠（警察職員公宅、ダム職員公宅） 

平成 30 年度 改定 

北海道教育委員会建築物等保全マニュアル【再掲】 令和３年度 改定 

土木事業用財産の取扱いについて（通知） 平成 10 年度 

 地方独立行政法人

施設 

北海道公立大学法人札幌医科大学校舎等管理規則 

北海道建築物等保全マニュアルに準拠 

平成 27 年度 改定 

令和２年度 改定 

 地方独立行政法人北海道立総合研究機構建築物等保全

業務要領 

地方独立行政法人北海道立総合研究機構建築物等保全

マニュアル 

平成 23 年度 

 

平成 27 年度 

エ 安全確保の取組 

・ 利用者の安全確保には、メンテナンスサイクルの取組を通じて、よ

り正確に施設の状態を把握することが必要である。 

・ これまでも、供用を休止している施設や、日常の巡視等で危険と判

断した施設があった場合には、速やかに立入禁止等の措置を講じると

ともに、必要な対応を行ってきた。 

・ 引き続き、これらの対応を行うほか、供用の休止基準の検討やメン

テナンスサイクルの取組を発展させることで、利用者等の安全確保を

より一層進めていく。 

オ 修繕・更新等 

   ・ 点検・診断の結果をメンテナンスサイクルの次のステップに確実 

    に展開することで、適切な修繕・更新等が着実に実施され、さらにそ 
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    の履歴等の情報を蓄積し活用することで、継続的なメンテナンスサイ 

    クルへと発展させることが可能となる。 

・ また、上記の取組に加え、メンテナンスサイクルの一連の流れを通

じて、適切な基準類の整備に取り組むとともに、共生社会の実現を目

指す「ユニバーサルデザイン 2020 行動計画」におけるユニバーサル

デザインの街づくりの考え方を踏まえ、全ての人が安全・安心で、円

滑かつ快適に利用できる公共施設等の維持管理・更新等の取組を推進

する。 

 
 

 

点検の実施

緊急対応の要否

詳細調査の要否

詳細調査
（原因の推定を含む）

修繕等の要否

対 策
（修繕等）

データの蓄積・管理

データの利活用

個別施設計画

の策定・充実

対 策
（計画的修繕等）

不要

必 要

必要

必要

観察継続

観察継続

行動計画の

策定・修正

対 策
（応急処置・修繕等）

不要

不要

図 14 メンテナンスサイクルのフロー 
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(2) トータルコストの縮減・平準化 

ア 予防保全型維持管理の導入検討 

・ 道が管理する施設は他の都府県に比べ膨大な量を有しており、今後一

斉に更新時期を迎えることから、トータルコストを縮減・平準化してい

くことが重要である。そのためには、公共施設等を大規模修繕・更新す

る前に極力長持ちさせる長寿命化の管理手法が有効である。 

・ このため、「事後保全型維持管理」を見直し、施設特性を考慮の上、

安全性や経済性を踏まえ、損傷が軽微な早期段階に予防的な修繕等で

機能の保持・回復を図る「予防保全型維持管理」の導入を推進。 

・ 道においては、道路橋梁や河川の樋門等で予防保全型維持管理を導

入しており、他の施設においてもその導入を推進していく。 

 

  

 

 

  

事後保全と予防保全による維持管理のイメージ

経過年数

経過年数

経過年数

事後保全 予防保全
定期的な点検

性
能

（
健
全
度

）

費
用

（
累
計

）

性
能

（
健
全
度

）

費
用

（
累
計

）

経過年数

目標管理水準

コスト
ダウン

大規模補修

補修 補修

長寿命化

多額な費用

【事後保全とは】 

・施設に必要とされる管理水準の範

囲内の損傷等を許容し、下回る段階

で補修や更新を実施すること。 

【予防保全とは】 

・軽微でも大規模な修繕等につなが

るおそれのある損傷等があった段

階で予防的な補修や更新を実施す

ること。 

図 15 事後保全と予防保全 
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（予防保全型の導入により見込まれるコスト縮減効果額の算定） 

・ 老朽化に伴う維持管理・更新等については、今後もその費用の増大が

見込まれることから、中長期的な視点で長寿命化対策を推進する必要

がある。このため、個別施設計画や現時点で活用可能な施設台帳、新た

な地方公会計制度により整備された固定資産台帳データ等を活用し、

建築物及びインフラ施設について、今後必要と想定される経費の見込

みを推計した。 

・ 推計パターンは耐用年数経過時に単純更新するとした事後保全型(ケ

ース１)と、予防保全型維持管理を導入した場合の予防保全型(ケース２）

とし、その差額である導入効果額を算出した。なお、推計期間は 2019

（平成 31）年度からの 40 年間とした。 

【推計結果】 

・ 今後 40 年間で見込まれる維持管理・更新等に係る中長期的な経費は、

ケース１で 7.9 兆円（年平均 2,000 億円）、ケース２では 4.1 兆円（年

平均 1,000 億円）と推計され、予防保全型の導入による効果額は 3.8 兆

円（年平均 1,000 億円）、約 48％のコスト縮減が見込まれる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 16 維持管理・更新等に係る中長期的な経費の見込み 
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事後保全型（ケース１）

交通 上下水道等 公園等 治水 農林水産基盤 建築物 累計額

累計単年度
（単位：億円）

40年平均 2,000億円／年

40年間累計：7.9兆円

直近3年平均
600億円／年
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予防保全型（ケース２）

交通 上下水道等 公園等 治水 農林水産基盤 建築物 累計額

累計単年度
（単位：億円）

予防保全型導入による効果額（コスト縮減額） 3.8兆円

【ケース１】 7.9兆円
【ケース２】 4.1兆円
差 額 3.8兆円

※48%のコスト縮減

40年間累計：4.1兆円

1,600億円／年
（ピーク_2050年）

40年平均 1,000億円／年

直近3年平均
600億円／年
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推計の基本的な考え方 

① 推計の対象は、道が管理する全ての施設（農業水利施設や地方独立行政法人施設など、道
が維持管理・更新等の財政負担を負うことが見込まれる施設を含む）とし、庁舎・病院な
どの建築物及び道路・橋梁などのインフラ施設とした。 

② 予防保全型（ケース２）の推計で、現時点で資料が不足する場合は、固定資産台帳データ
（平成 29 年 3 月時点）などを活用し推計した事後保全型（ケース１）の値を基に、個別
施設計画を策定している他の類似施設から算出した縮減率を乗じて推計した。（※下記の
集計イメージ図を参照） 

③ 巡視や点検に基づく事後保全を基本として管理し、個別施設計画を策定しない施設につ
いては、ケース１とケース２の費用を同額として集計した。 

④ 施設の総量・延床面積等については、今後も同一の規模が維持され更新すると仮定した。
施設の特性上又は構造上、更新を想定しない施設（ダム・トンネル等）の更新費は、コン
クリート打替えなどの大規模修繕や、電気通信設備などの管理用施設に要する費用を計
上した。 

⑤ 試算時点で耐用年数を超過している施設については、2020 年からの 20 年間で、均等に
順次更新すると仮定し経費を計上した。 

⑥ 維持管理・修繕費は、2016（平成 28）年度～2018（平成 30）年度までの直近３カ年の
実績に基づき、平均の年間費用を算出し、40 年間均等に経費がかかるものとして計上し
た。 

⑦ 維持管理・修繕、改修、更新の定義については、「公共施設等総合計画の策定にあたって
の指針の改訂について（平成 30 年 2 月総務省）」を基本としている。 

⑧ 推計した維持管理・更新等に係る中長期的な経費の見込みは、一定の条件設定・仮定のも
と、おおむねの規模を試算したものであり、今後、個々の施設の劣化状況や長寿命化対策
の進展により変動するため、当該見込み額は相当幅をもって解釈されるべき値であるこ
とに留意が必要である。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ケース１（事後保全型） ケース２（予防保全型） ケース１（事後保全型）　 ケース２（予防保全型）

維持管理・修繕費、更新費 維持管理・修繕費、改修費、更新費 維持管理・修繕費、更新費 維持管理・修繕費、改修費、更新費

※既存施設を耐用年数経過
時に単純更新した場合の経
費見込み

※個別施設計画などに基づく対策
効果を反映した経費見込み

集計イメージ

予防保全型の導入による効果額の算出
（ケース１とケース２の差額）

（１）個別施設
　　計画の試算
　　値を活用す
      る場合

（２）固定資産
　　台帳を活用
　　する場合

推計手法

北海道が管理する全ての施設について、経費の見込みを推計

固定資産台帳

などの試算値 推計値

個別施設計画

の試算値 個別施設計画

の試算値
個別施設計画

の試算値

更新

実績平均値 実績平均値

実績平均値 実績平均値

実績平均値

個別施設計画

の試算値

推計値

実績平均値

予防保全型の導入

による効果額

集計

維持

更新

維持

改修＋更新

維持
更新

維持 維持

維持

固定資産台帳

などの試算値※類似施設の縮減率を使用

改修＋更新

改修＋更新

・ 2016（平成 28）年度～2018（平成 30）年度までの直近３年間に要

した維持管理・更新費等の実績値は、年平均 600 億円程度である。し

かし、ケース２においても、10 年後の 2028 年頃から徐々に費用が増

加し、ピーク時の 2050 年には 1,600 億円となるなど、現在の予算規模

を大幅に上回る状況になると見込まれる。 
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イ インフラ機能の適正化 

・ 道では、土地・建物・設備を対象に「北海道ファシリティマネジメン

ト推進方針」を策定し、出先機関の移転・集約や、使用しなくなった施

設の他用途への転用など道有建築物等の有効活用も含め、その適正化

に取り組んでいる。 

・ 国の基本計画においては、修繕・更新等を実施する際、「各施設の必

要性自体についても再検討し、検討の結果、必要性が認められない施設

については廃止や撤去を進めるほか、必要性が認められる施設にあっ

ては、更新等の機会を捉え、社会経済情勢の変化に応じた用途変更や集

約化なども含めて対応を検討する」こととしており、道としてもこれを

踏まえ、関連する市町村等に、まちづくりの観点から意見を伺う等の連

携を図りながら、インフラ機能の適正化を検討するとともに、必要に応

じて個別施設計画に反映していく。 

 

ウ ＰＰＰ／ＰＦＩの活用 

・ 国においては、「多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入を優先的に検討する

ための指針」を定め、また、推進アクションプラン（令和３年改定版）

を決定するなど、ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の更なる推進に向けた取組が展

開されている。 

・ 道では、「北海道ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程」（平成 29

年 3 月）に基づきＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入の検討を行うとともに、「道

におけるＰＦＩ導入のための手引き」（平成 31 年４月改定）を参考に

するなど、老朽化対策に向けたトータルコストの縮減・平準化の手法の

一つであるＰＰＰ／ＰＦＩ手法を積極的に活用し、効率的・効果的な社

会資本の整備を推進する。 

 

※ＰＰＰ（Public Private Partnership） 

公共サービスの提供において、何らかの形で民間が参画する手法を幅広くとら

えた概念（官民連携） 

 

※ＰＦＩ（Private Finance Initiative） 

公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力

を活用して行う手法でＰＦＩ法(平成１１年法制定)に基づき実施（ＰＦＩはＰＰ

Ｐの中の一つの手法） 

 

※北海道ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程 

公共施設等の整備に当たって多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入が適切かどう

かを従来型手法に優先して検討するもの。 

 

- 25 -



共通編  

 

エ 新技術等の導入 

・ 維持管理・更新等に係る費用の低減を図りつつ、これまでの手法では

確認困難であった損傷箇所等を的確に点検・診断・対処するには新技術

の導入が必要である。 

・ 道では、これまでも新技術情報提供システムを構築し、有用な新技術

の登録普及に努めてきた。 

・ メンテナンスの質の向上、作業の効率化、利用者への影響の最小化、

工期の短縮、トータルコストの縮減等に係る新技術の導入を図るため、

引き続き「新技術情報提供システム」や、国の「ＮＥＴＩＳ維持管理支

援サイト」を利用するなど、民間企業等により開発された有用な新技術

の活用を促進する。 

 

●下水道管渠更正（老朽管内部に塩ビ製の材料を巻立てた複合管） 

 

●透明はく落防止材（コンクリート構造物のはく落防止） 

 

 

  

更正

図 17 新技術導入事例 
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（公共施設等の維持管理・更新等に係る中長期的な経費の見込み） 

・  2018（平成 30）年度以降、投資的経費が現在の水準で推移すると

仮定し、今後の新設費の傾向を図 18 に示した。その結果、維持管理・

更新費等の増大により、事後保全型では 2046 年頃に現在の投資的経

費の水準を上回り、予防保全型においても新設費の比率は年々縮小す

るなどの影響が見込まれる。 

・  このため、維持管理・更新費等については、限られた財源のもと、

インフラ機能の適正化や PPP/PFI の活用、新技術等の導入による更な

るトータルコストの縮減・平準化を行い、新たなインフラ需要に対応

した投資とのバランスを図りながら、社会資本整備全体に係る必要な

予算を確保することが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※推計した新設費は、今後の中長期的な傾向を見るため、一定の条件設定・仮定のもとに推計した
維持管理・更新費等から、近年の投資的経費（国直轄事業負担金を除く）を参考に算出したもの
であり、実際の費用とは異なる。  

図 18 維持管理・更新費等と新設費の経費の見込み（40 年間推移予測） 
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〇 個別施設ごとの長寿命化計画の策定・充実 

・ 維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減・平準化を図るには、

点検・診断等の結果を基に、取組の優先順位など個別施設ごとの具体的

な対応を示す「個別施設ごとの長寿命化計画（個別施設計画）」に基づ

き計画的な取組を行うことが重要である。 

・ 個別施設計画（同種・類似の計画を含む。）においては、施設の点検

結果や利用状況、社会情勢の変化等を踏まえ、対応方針の見直しを含め、

必要に応じて、計画を更新するものとする。その際には、蓄積された知

見・ノウハウや新技術等も活用し、コスト縮減に向けた具体的方針や将

来の対策費用、優先順位の考え方など、計画内容の充実を図っていくも

のとする。 

・ また、施設の利用状況や機能に応じて、災害時における拠点としての

機能確保の観点を含め、耐震化の必要性についても検討し、適宜、個別

施設計画に反映するとともに、修繕・更新等に併せてその対策に取り組

むこととする。 

 
分野 施設等 

交
通 

道路 橋梁（２ｍ以上）  

トンネル、シェッド等、大型カルバート、横断歩道橋、 

門型標識等、舗装（車道）、道路附属物（道路標識等） 

 

交通安全施設 交通信号機、大型道路標識、交通管制センター  

空港 滑走路、誘導路、エプロン  

航空灯火  

港湾（海岸） 突堤・離岸堤  

上
下
水
道
等 

下水道 終末処理場、中継ポンプ場、管路等  

発電施設 電気工作物・土木工作物  

工業用水道施設 工業用水道施設  

坑廃水処理施設 -  

公
園
等 

自然公園 橋梁（人道橋）、自然公園等施設  

都市公園 園路広場、修景施設、休養施設、遊戯施設等  

森林総合施設 主要森林総合施設（建物・小屋等、道路施設等、橋梁）  

治
水 

河川 堰、樋門、水門、排水機場（施設規模が大きく、特に重要な施設）  

樋門・樋管（上記以外の小規模な樋門・樋管）  

治水ダム ダム  

砂防 砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、 

雪崩防止施設 

 

建設海岸 堤防、護岸、水門、陸閘  

   

   

   

表５ 個別施設計画の策定方針 
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・ 個別施設計画の対象は、原則として下記の(a)～(c)を除く全ての施設

とする。 

※ 個別計画を策定しない施設 
(a) 経年的な損傷以外の損傷によって健全性が左右される施設 

劣化や疲労等の経年的な損傷に比べ、降雨・地震等の災害や人的な事故等の短

期間で発生する事象に起因する損傷によって健全性が左右される施設について

は、巡視や被災後の点検等により状態を把握し、適切に機能回復を図ることを基

本として管理する。 

例：道路の法面や擁壁・排水施設、河川の堤防や護岸など 

(b) 主たる構成部が精密機械・消耗部材である施設 

技術の陳腐化又は消耗による定期更新が必要な施設については、巡視等に基づ

く事後保全を基本として管理する。 

(c) 規模の小さい施設 

施設規模が小さく、予防保全型維持管理によるトータルコストの縮減効果が限

定的な施設については、経済性・効率性に鑑みて各部局等が主体的に判断する。 

 

  

   

分野 施設等 

農
林
水
産
基
盤 

農業水利施設 ダム、ため池、頭首工、用水機場、用水路  

農地防災施設 海岸保全施設  

地すべり防止施設  

防災ダム  

林道 橋梁  

治山 治山施設  

漁港 漁港  

漁港海岸 堤防、護岸、水門、陸閘  

建築物 庁舎等  

病院  

学校施設  

社会教育施設等  

警察施設  

道営住宅  

職員住宅  

 地方独立行政法人施設（札幌医大） 

地方独立行政法人施設（道総研） 
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図 19 研修・講習会の状況 

 (3) インフラ長寿命化に向けた推進体制の整備 

ア 施設管理者の体制づくり等 

(ｱ) 庁内体制 

ａ 取組体制 

・ メンテナンスサイクルの構築、トータルコストの縮減・平準化等

を確実に実行するには、本道の置かれた状況に応じて公共施設全体

を総合的かつ計画的に管理するための体制を組織全体で構築する

必要がある。 

・ 公共施設等の管理については、これまで施設ごとに各部局が中心

となって行ってきたが、維持管理・更新等に関する情報が横断的に

共有されなかったことにより、取組状況に差異が生じている。 

・ 道では、厳しい財政状況などを踏まえ、将来の北海道に必要な社

会資本整備を効率的・効果的に推進するため、部や財政当局に加え、

企業局、道立病院局、教育庁及び警察本部から構成される「社会資

本整備推進会議」を設置している。 

・ この会議の下、公共施設等の老朽化対策の推進を担う専門部会と

して「インフラ長寿命化推進会議」を設け、計画の推進管理を行う

こととする。（平成 26 年７月３日設置） 

ｂ 職員の技術力確保 

・ 維持管理・更新業務を担当する技術職員が減少していることから、

技術力を確保・継承するための取組が必要となっている。 

・ 道ではこれまでも、施設管理業務を担う職員等を対象とした研修・

講習会等を定期的に開催するほか、国等が主催する研修・講習会等

へ積極的に参加するなど、点検・診断時の個人差の解消や点検技術

の向上を図ってきたところであり、引き続き、必要な職員の確保に

努めるとともに、これらの取組を推進することで、職員の技術力の

確保に努めていく。 

   

(ｲ) 他施設管理者との連携や市町村等への支援 

・ 社会構造の変化などに対応し、将来にわたって公共施設等を適切に

管理できるよう、国や市町村との情報共有など広域的な連携に努め

るとともに、将来のインフラ機能の適正化やより効率的な管理手法

  

新任技術職員研修 機能診断研修 
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などについて、地域における取組の推進に努める。 

・ 特に市町村に対しては、維持管理・更新等に係る要望や相談等の

窓口となるほか、道の取組や予算補助制度について情報提供を行う

など、国とも連携しながら支援に努めていく。 

・ 道立の地方独立行政法人や一部事務組合など出資を行っている管

理者についても、市町村と同様の支援を行う。 

(ｳ) 利用者の理解と協働の推進 

・ 地域住民等が、公共施設等の重要性を理解し、地域の財産として

愛護の気持ちを培うことは、施設の適切な方法での利用を促し、ひ

いては施設の長寿命化にもつながるものである。 

・ これまでも、住民が公共工事や公共施設とふれあうためのイベン

トを開催するほか、ホームページによる適切な利用の周知などを行

ってきており、引き続き、これらの取組を推進することで、公共施

設等の重要性を積極的にＰＲし、利用者の理解と協働を促していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組 

・ メンテナンスサイクルの実行には、それらを担う建設業が、その役

割を十分に発揮できるよう、担い手の育成・確保に向けた取組が必要

である。 

・ 道では、「北海道建設産業支援プラン 2018」を策定し、建設業に対

する支援を行っており、引き続き、同プランに沿った各種施策に取り

組んでいく。 

(ｱ) 発注者としての取組 

・ 受注者が適正な利潤を確保できるよう、計画的な発注に努めるほ

か、適正な単価の設定や施工実態を踏まえた積算基準の整備等を進

  

  

植樹帯等の花植 

なかしべつ空港まつり 

農業水利施設見学会 

現場見学会 

図 20 公共施設とふれあうイベント 
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図 22 人づくりの強化の取組 

める。 

・ 修繕工事等においても円滑な施工を進めるため、発注者・施工者・

設計者による「三者検討会」や「概数等発注」等の活用を図る。 

・ 下請状況等調査、安全パトロール等で、下請契約の履行状況等を

把握・指導することにより、下請契約の片務性、品質の低下、施工

責任の不明確化などを防止する。 

 

 

 

 

 

(ｲ) 人づくりの強化 

・ 高校生を対象としたインターンシップの推進、高校生建築デザイ

ンコンクールや、教育機関や建設業団体等からなる若年者の入職に

関する意見交換の開催、職業訓練への支援を行う。  

・ 点検補修業務の受託者等を対象とした研修・講習会等を開催する。 

・ 維持管理・更新等に係る工事や業務等で、関連資格者や研修・講

習会等の参加者等を担当者の条件とするなど、技術や技能を有する

人材の積極的な活用を図る。 

・ 工事現場における安全管理の徹底や建設業退職金共済制度の加入

の促進、社会保険未加入企業に対する指導、技能士の活用の促進等

により、就業環境の改善や雇用の安定を図る。 

・ 地域の経済・雇用を支え、安全・安心を担う等、建設産業が果た

している様々な役割や重要性について広く発信し、その魅力をＰＲ

していく。 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

インターンシップ受入 建設業協会と高校生の懇談会 

トンネル工事見学会 

高校生建築デザインコンクール

パネル展 

図 21 発注者としての取組 

三者検討会 安全パトロール 
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５ 計画のフォローアップ 

 

 ・ PDCA サイクルによる継続的なマネジメントを基本とし、計画に基づく進 

  捗状況の把握、進捗が遅れている施策についての課題の整理･検証、その結 

  果を踏まえた予算措置や国への政策提案を通じ、更なる計画の推進につな 

  げていく。 

 

 ・ このため、庁内に設置している「インフラ長寿命化推進会議」を中心と 

  し、全庁横断的な体制で、老朽化対策全般の推進を図ることとし、毎年度、

会議を適宜開催し、計画の進捗状況等について情報共有を図るとともに、

課題の整理や解決方策の検討を行っていく。 

 

 ・ さらに、国や市町村等と連携し、道民からの意見を伺いながら、より効

率的･効果的な維持管理･更新等の方策や施設の有効活用などについて検討

し、取組の充実を図っていく。 

 

 ・ また、本計画については、点検及び診断結果等を踏まえ、適宜必要な見直 

  しを行うこととし、内容の充実･深化を図る。 

 

６ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）に係る対応 

 

 ・ ＳＤＧｓの目標達成に向けた社会資本整備の取組について、国では「持

続可能な開発目標（SDGs）実施指針」（2016（平成 28）年 12 月策定）の

８つの優先課題のうち、「４．持続可能で強靱な国土と質の高いインフラ

の整備」として示し、実施指針に掲げるビジョンの目標達成に向け、各施

策を推進している。 

 

・ 道においては、北海道ＳＤＧｓ推進ビジョン（2018（平成 30）年 12 月）

を策定し、北海道全体でＳＤＧｓの推進を図ることとしており、本計画に

ついても「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に資するものである。 

インフラ長寿命化の取組と関連する 
SDGs の主な目標 

北海道 SDGs 推進ビジョンにおける 
インフラ長寿命化の取組 

6.（水と衛生） 

全ての人々の水と衛生の利用

可能性と持続可能な管理を確

保する 

  

 

【社会・経済を支える持続可能なインフ

ラ整備の推進】 

 

 

〇高度経済成長期以降に整備された、道

路、河川管理施設、農林水産業施設、

建築施設など多くの社会資本が今後一

斉にその更新時期を迎えることから、

メンテナンスサイクルの構築、トータ

ルコストの縮減・平準化、インフラ長

寿命化に向けた推進体制づくりなど、

社会資本の効率的・効果的な維持管

理・更新等を推進。 

 

※北海道 SDGs 推進ビジョン（p86） 

より抜粋 

9.（インフラ、産業化、 イノ

ベーション） 

強靱（レジリエント）なイン

フラ構築、包摂的かつ持続可

能な産業化の促進及びイノベ

ーションの推進を図る 
 

11.（持続可能な都市） 

包摂的で安全かつ強靱（レジ

リエント）で持続可能な都市

及び人間居住を実現する 

  

- 33 -



共通編  

 

７ 過去に行った対策の実績（事例） 

 （１）インフラ機能の適正化 

・ 交通環境等の変化に対応するため、信号機の廃止や必要性の高い場所

への移設を実施（交通安全施設）H29、H30、R1、R2 実施 

・ 利用状況を踏まえ陸閘を廃止し、開口部を閉鎖（建設海岸、漁港海

岸）H29、H30、R1、R2 実施 

・ 公園利用者の動向、近隣施設の整備状況を踏まえ、人道橋や避難小屋

を撤去（自然公園）H29、R1 実施 

・ 廃校となった学校施設を庁舎へ転用し、また、地方機関を町の施設へ

移転したほか、同一町内にある試験場の移転集約を実施。（庁舎等、道

総研）H29、H30、R2 実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）新技術の導入 

・ 発電施設において、メンテナンスや油流出事故防止等の観点から、オ

イルレス機構を導入 H29、H30、R1、R2 実施 

・ トンネルの剥落防止工事において、施工後の下地を可視化した NAV-

G 工法を採用（NETIS 登録工法）（道路）R2 実施 

・ 橋梁の修繕工事において、コスト低減及び環境改善を図ることを目的

に、塗膜除去にネオリバー泥パック工法を採用（NETIS 登録工法）（道

路）H30、R1 実施 

・ 海岸沿いの仮設道路において、耐久性や安定性が高く、工期の短縮を

図ることが出来る新工法（連続箱型鋼製枠）を採用（NETIS 登録工法） 

（農地防災施設）R1、R2 実施 

・ 長寿命化を担う技術者不足等の課題解決のため、定点観測地点の登録

や編集、調査結果の入力にタブレットを活用し、データの収集・整理

の効率化・省力化を図る機能診断クラウドシステムを活用（農業水利

施設）H30、R1 実施 

・ 効率的かつ効果的にパイプラインや砂防施設の点検等を行うため、ド

ローン（UAV)を活用したモニタリングを実施（砂防、農業水利施設）

H30、R1、R2 実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネオリバー泥パック工法 連続箱形鋼製枠 

地方機関（旧寿都総合庁舎）を 

町役場施設へ移転 

漁港海岸陸閘部の閉鎖 
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８ 脱炭素化の推進方針 

 

 ・ 道では、2030 年度の温室効果ガス排出量を 2013 年度比で 48%削減し、

2050 年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指し、持続可能で活力あ

ふれる北海道をつくる「ゼロカーボン北海道」の実現に向け、「北海道地球

温暖化防止対策条例」を改定したほか、「北海道地球温暖化対策推進計画」

を策定している。 

 

・ また、「道の事務・事業に関する実行計画」において、道の事務・事業に

伴い、自ら排出する温室効果ガスの排出量を 2030 年度に 2013 年度比で

50％削減する目標を掲げ、率先して脱炭素化に取り組むこととしている。 

 

 ・ このため、公共施設等の長寿命化、維持管理や更新時などにおいても、道

及び施設等所在市町村の温室効果ガス削減目標を踏まえ、施設・設備の省エ

ネルギー化や高効率化のほか、再生可能エネルギーの導入など、脱炭素化に

資する取組を積極的に進めていくものとする。 
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